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●「警察です。捜査でカードを預かる」 

●「市役所です。医療費の還付金がある」 

●「銀行です。古いカードを預かる」 

  

  

●「事故を起こして示談金が必要」 

●「仕事でミスしてお金が必要」 

  

  

○留守番電話に設定。 

○慌てず冷静に対応。 

○不審に思ったら電話を切る。 

○身内以外にお金やカードを渡さない。 

○身内への確認と警察への連絡。 

 「おかしいな」と思ったら 
迷わず通報  １１０番 

西入間警察署 ２８４-０１１０ 

  

 運転免許証の更新や高齢者講習の受講、車庫

証明等の申請手続でキャッシュレス決済が使用

できるようになりました。 

 お手続の際は、クレジットカード、電子マネ

ーなどのキャッシュレス手段をご用意くださ

い。 

 使用できるキャッシュレス手段など、詳しく

は埼玉県警察または埼玉県出納総務課ホームペ

ージをご覧ください。 

 なお、従来使用していた埼玉県収入証紙は令

和５年 12月末で販売が終了し、令和６年１月

以降は、窓口で現金でのお支払いはできなくな

ります。 

 

● 受付期間 

  令和６年３月１日（金）から 

    ４月12日（金）１７時まで 

● 一次試験日 

  令和６年５月12日（日） 

● お問合せ先 

  西入間警察署 

   電話 ０４９-２８４-０１１０     

  鳩山東駐在所 

   電話 ０４９-２９６-２４５６ 

  までお願いします。 

 

 

 日本赤十字社埼玉県支部が配信している「川の安全利用

啓発動画」の制作に県警が協力させていただきました。 

 川の特徴や危険性についての内容となっていますので、

キャンプや BBQに行く前に、家族でご覧になってください。 

動画はコチラから！ 

川の安全動画 


